
 

 

～平成２２年度 事業報告（案）～ 

 

＜概要＞ 

平成２２年度事業計画に基づき、非常通信訓練及び非常通信実施体制の総点

検を実施する等、非常時における通信体制の確立の推進に努めてまいりました。 

各事業につきましては、構成員を始めとして関係各位のご協力のもとに、概

ね計画どおり実施することができました。 

今後も、非常災害時において迅速かつ有効に機能する通信体制を確立するた

め、当協議会の活動をより一層充実してまいります。 

 

１ 非常通信訓練の実施 

（１）第７３回全国非常通信訓練の実施 

中央非常通信協議会（会長 総務省総合通信基盤局長）（以下「中央協議会」

という。）の事業計画に基づき、非常時における円滑な通信を確保するため、

平常時使用している通信手段が使用できない状況における非常通信ルートの

検証を行うとともに、訓練参加者の非常通信に対する認識の向上を図ることを

目的として実施しました。 

① 実施日時 

平成２２年６月１１日（金）１３：３０～１５：３０ 

②被災想定地 

オホーツク総合振興局管内 紋別市、興部町、雄武町 

③訓練参加機関（道内８機関） 

紋別市、興部町、雄武町、紋別地区消防組合（紋別消防本部、興部支署、

雄武支署）、網走地区消防組合消防本部、北海道（本庁、オホーツク総合振

興局）、電源開発(株)、日本放送協会（北見放送局） 

④訓練結果の概要 

被災想定地の選定にあたっては、これまで訓練を実施したことがない市

町村とし、津波災害を想定しオホーツク地区の沿岸の市町村を被災想定地

としました。また、中央は電源開発ルートを使用しました。 

全体としては、概ね良好で、３つの通信ルートの全ての伝達を完遂する

ことができました。訓練に要した時間（往復伝達時間）は、全体で２時間

０分、ルート毎の平均は１時間 49 分でした。 

 

 

【１号議案】 



 

（２）地方非常通信訓練の実施 

地震、津波、豪雪等の災害発生時における、迅速かつ正確な災害情報等の通

報伝達と訓練参加機関の非常通報の取扱いの習熟を図ることを目的として実

施しました。 

① 実施日時 

平成２３年３月４日（金）１３：３０～１５：０６ 

②被災想定地 

渡島総合振興局管内 松前町、福島町、知内町 

③訓練参加機関（道内６機関） 

松前町、福島町、知内町、渡島西部広域事務組合（福島消防署、松前消防

署、知内消防署、木古内消防署）、函館市消防本部、北海道（本庁、渡島総

合振興局） 

④訓練実施の概要 

被災想定地と北海道庁までの間を ①往路：地上系（消防無線）ルート

及び②復路：衛星系（道防災）ルートを使用し、非常通報の伝達訓練を実

施しました。 

当初予定していた「松前消防 → 福島消防」間のルートについて、電波

伝搬上無線での伝送が困難であっため、代替手段として FAX を使用しまし

た。また、消防無線の中継の一部において、非常通信用紙の内容の一部が

伝達されず再送したため、時間を要した区間がありましたが、伝達訓練は

後まで完遂し、全体として訓練に要した時間はトータルで９６分でした。 

 

 

２ 非常通信実施体制の総点検の実施 

（１）非常通信実施体制の総点検（１０月～１１月） 

非常災害時における通信、放送の確保を図るため、当協議会構成員の保有し

ている通信設備の運用管理体制等について、１０月から１１月までを「非常通

信実施体制の総点検」期間と位置付け、総点検を実施しました。 

 

ア 実施要領 

①目的 

非常災害時における通信及び放送の確保のため、無線局の運用体制、設備

等について十分に対処できる体制を整える事を目的とします。 

②実施時期 

平成２２年１０月１日（金）から１１月３０日（火）までの適宜な日 



 

③点検対象無線局 

・放送局、固定局、基地局、携帯基地局、海岸局等の固定して運用してい

る無線局であって有人の無線局 

・陸上移動局及び携帯局等の移動する無線局 

④その他 

・予備電源の整備・点検の促進 

・市町村防災行政用無線局（同報系固定局）の重点的点検 

・「防災相互通信用周波数」実装無線局における運用体制のチェック 

 

イ 総点検実施の結果概要 

平成２２年度の総点検の実施機関数は、点検対象無線局を設置している 

２９６機関中１８９機関が実施しており、実施率は６３．９％でした。 

平成２１年度の実施状況と比べると、全体的に「否」に該当する件数は全

体で約３割減っているものの、「送信機の老朽化及び動作不良」「避雷器の未

設置」「空中線系の老朽化」「可搬型無線機のバッテリー不良」といった項目

が依然として多い傾向にあります。 

本総点検の実施結果を受け、無線設備の機能維持及び非常災害時における

運用体制の確立に向け、今後とも総点検を実施していく必要があると考えま

す。 

 

 

（２）災害時における通信の円滑な実施体制の確保について 

集中豪雨や降積雪期の災害時における通信の円滑な実施体制の確保に向けた

対策のために、無線局の管理体制、情報通信施設の浸水対策・雪害対策等の点

検を各構成員に対して依頼しました。 

ア 集中豪雨等の災害時における通信の円滑な実施体制の確保について（６月） 

イ 降積雪期における通信の円滑な実施体制の確保について（12 月） 

 

３ 非常通信に関する周知・啓発活動 

 （１）災害時の情報伝達等に関するセミナー等の開催 

非常災害時における情報の収集・伝達体制確立の重要性や情報伝達システ

ム・災害情報の活用方法等を広く周知するため、防災と情報に関する講演会・

セミナーを開催しました。 

 



 

ア 平成２２年度非常通信協議会定期総会 記念講演会 

① 開催日時 

平成２２年４月２８日（水）１５：００～１６：３０ 

②開催場所 

ホテルポールスター札幌（札幌市中央区北４条西６丁目） 

③演題・講師 

演題：『防災情報を「命を守る情報」とするために 

－ ユビキタス時代の防災情報を考える －』 

講師：NPO 法人環境防災総合政策研究機構 理事 松尾 一郎 氏 

④参加状況 

７８機関１０７名が聴講 

イ 「非常通信セミナー２０１０」 

① 開催日時 

平成２２年１０月２７日（木）１３：３０～１７：００ 

②開催場所 

ホテルポールスター札幌（札幌市中央区北４条西６丁目） 

③講演Ⅰ 

演題：「災害時に備えた情報伝達等について～風水害対策を中心として～」 

 講師：総務省消防庁 国民保護・防災部防災課 防災企画係長 川合 清和 氏 

④講演Ⅱ 

演題：「近年の北海道の気象災害と災害情報の課題について」 

講師：一般財団法人日本気象協会 北海道支社防災対策室長 松岡直基 氏 

④参加状況 

７１機関１１５名が聴講 

ウ 防災通信関連機器展示 

   平成２２年度定期総会会場及び非常通信セミナー２０１０会場にて開催。 

（３）専用ホームページの充実 

 周知広報活動の一環として、専用ホームページを開設し、当協議会の各種活

動状況等を随時掲載しました。 

＜ホームページアドレス＞ 

    http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/do-hijyokyo 

 

 



 

４ 未加入団体への加入促進 

平成２２年３月３１日現在の構成員数は３１６団体です。 

未加入団体への加入促進を図った結果、２団体が新たに加入しました。 

また、組織改編による無線・通信部門の廃止のため１団体が脱退しました。 

（１）新加入 

  由仁町、北海道旅客鉄道株式会社 

（２）脱退 

社団法人共同通信社 

 

（参考） 

北海道地方非常通信協議会 構成概要 (H23.3.31 現在) 

 

国の機関－８団体 

地方公共団体－２２７団体（うち消防機関－５２） 

電力・ガス・鉄道－５団体 

電気通信事業者－７団体 

放送事業者－２８団体（ＴＶ－6、ラジオ－4、ｺﾐｭﾆﾃｨ放送－18、CATV－1） 

新聞社－５団体 

漁業協同組合・漁業無線－８団体 

アマチュア無線局関係－６団体 

その他－２２団体 

 

 

５ 幹事会の開催 

（１）開 催 日：平成２３年３月 

（東日本大震災のためメール等による開催） 

（２）議  題：平成２３年度定期総会議案について 

 

６ 功績者の表彰 

平成２２年度の総会において、非常災害時における地域住民へのきめ細かい

情報伝達体制を確立し、平成２２年２月２８日に発令されたチリ中部沿岸を震

源とする地震においては、防災行政用無線を 大限活用し避難勧告を行い、地

域住民の安全確保を図るなど、被害の拡大防止に多大な貢献をした「釧路市（総

務部）」様を表彰しました。 

なお、今年度の被表彰者の推薦はありませんでした。 


